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平常

会
社
法
改
正
に
関
す
る
文
献
解
題

　
　
　
　
「
取
締
役
及
び
取
締
役
会
」

（
下
）

九
州
大
学
産
業
法
研
究
会

六
　
取
締
役
の
責
任
　
　
取
締
役
及
び
取
締
役
会
の
改
善
策
の
第
五
は
、

取
締
役
の
責
任
に
つ
い
て
問
う
て
い
る
．
、
そ
こ
で
、
ま
ず
取
締
役
の
第
三

者
に
対
す
る
責
任
、
つ
い
で
会
社
に
対
す
る
責
任
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
一
　
取
締
役
の
第
三
者
に
対
す
．
る
責
任

　
商
法
二
六
六
条
ノ
三
の
規
定
は
、
昭
和
二
五
年
改
正
前
の
商
法
二
六
六

条
二
項
が
法
令
・
定
款
途
反
の
行
為
を
な
し
た
取
締
役
に
、
第
三
者
に
対

し
て
も
賠
償
責
任
を
課
し
て
い
た
も
の
を
、
惑
乱
年
改
正
法
に
よ
り
、
二

つ
の
責
任
を
分
離
し
現
在
．
の
形
に
改
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
規
定
の
変

更
に
つ
き
、
龍
田
教
授
は
、
　
「
現
行
法
下
の
判
例
が
、
会
社
に
対
す
る
任

務
解
怠
を
厳
格
に
要
求
す
る
こ
と
な
く
対
外
的
責
任
を
認
め
る
の
は
、
規

定
の
構
成
が
変
化
し
た
こ
と
に
影
響
さ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
注
釈
会
社
法
ゆ
四
七
六
頁
）
。
な
お
、
昭
和
二
五
年
改
正
法
の
前
後
で
、

責
任
の
軽
重
を
比
較
す
る
も
の
と
し
て
は
、
田
中
誠
一
丁
会
社
法
詳
論
上

巻
四
九
四
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
商
法
二
六
六
条
∠
二
の
規
定
は
、
取
締
役
の
違
法
な
職
．
務
執
行
行
為
の

結
果
第
三
者
が
損
害
を
受
け
た
場
合
に
、
取
締
役
偶
人
が
そ
の
第
三
者
に

対
し
て
そ
の
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
こ
と
を
定
め
る
。
し
か
し
、
こ
の
規

定
に
関
し
、
裁
判
所
は
問
題
意
識
に
欠
け
、
漫
然
と
事
件
を
処
理
し
て
い

る
と
の
批
判
が
あ
り
、
他
方
、
学
説
は
問
題
意
識
過
剰
で
混
沌
の
一
語
に

尽
き
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
（
龍
田
・
前
掲
書
四
七
五
頁
）
。

　
学
説
の
紛
糾
は
、
こ
の
規
定
に
つ
き
、
多
数
説
が
第
三
者
保
護
の
規
定

と
み
る
の
に
対
し
、
少
数
説
は
、
取
締
役
の
責
任
を
軽
減
し
て
そ
の
保
護

を
図
っ
た
短
定
と
解
し
て
い
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
ω

「
悪
意
・
重
過
失
」
と
は
、
会
社
に
対
す
る
任
務
解
櫛
に
つ
い
て
要
す
る

の
か
、
あ
る
い
は
第
三
者
に
対
す
る
加
害
行
為
に
つ
い
て
要
す
る
の
か
、

α
賠
償
す
べ
き
「
損
害
」
は
、
取
締
役
の
違
法
行
為
に
よ
り
会
社
が
損
害

を
蒙
っ
た
結
聚
第
三
者
に
つ
き
生
じ
た
損
害
（
間
接
損
害
）
に
限
る
の
か
、

あ
る
い
は
取
締
役
の
違
法
行
為
に
よ
り
直
接
第
三
者
に
生
じ
た
損
害
（
直

接
損
害
）
に
限
る
の
か
、
　
そ
れ
と
も
そ
の
双
方
を
含
む
の
か
、
　
個
取
締

役
の
民
法
上
の
不
法
行
為
責
任
と
の
競
舎
を
認
め
る
の
か
、
そ
れ
と
も
こ

の
燦
定
に
よ
り
そ
の
不
法
行
為
に
関
す
る
規
定
の
適
用
は
排
除
さ
れ
る
の

か
、
等
の
点
に
つ
い
て
も
、
学
説
は
岐
れ
て
い
る
（
竹
内
昭
夫
。
判
例
商

法
f
三
〇
三
頁
（
昭
和
五
一
年
）
）
。

　
こ
れ
に
対
し
、
最
高
裁
は
、
昭
和
四
四
年
一
↓
月
二
六
日
大
法
廷
判
決

（
民
集
二
三
拳
一
一
号
二
一
五
〇
頁
）
に
お
い
て
、
こ
の
規
定
は
、
第
三

者
保
護
の
幌
定
で
あ
り
、
会
社
に
対
す
る
任
務
聖
書
に
つ
い
て
悪
意
。
重

過
失
あ
る
取
締
役
は
、
直
接
損
害
・
間
接
損
害
の
両
者
に
つ
き
、
第
三
者

に
対
し
賠
償
義
務
を
負
い
、
さ
ら
に
、
第
三
者
に
対
す
る
加
害
に
つ
い
て

故
意
・
過
失
の
あ
る
取
締
役
は
、
こ
の
規
定
と
は
別
に
民
法
七
〇
九
条
に
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よ
る
責
任
を
も
負
う
旨
を
判
示
す
る
に
至
っ
た
。
そ
の
後
の
判
例
は
、
ほ

と
ん
ど
こ
の
大
法
廷
判
決
と
同
じ
解
釈
を
と
っ
て
い
る
。
な
お
、
反
対
意

見
と
し
て
は
、
松
田
二
郎
「
取
締
役
の
第
三
者
に
対
す
る
責
任
一
商
法
二

六
六
条
ノ
三
第
一
項
前
段
の
意
義
一
」
私
の
少
数
意
見
三
九
頁
以
下
（
昭

和
四
六
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
本
条
に
関
す
る
学
説
の
対
立
に
つ
い
て
は
、
龍
田
・
前
掲
書
四
七
五
頁

以
下
、
塩
田
親
文
”
吉
川
義
春
「
取
締
役
の
第
三
者
に
対
す
る
責
任
」
総

合
判
例
研
究
叢
書
商
法
鋤
一
四
八
頁
以
下
（
昭
和
四
三
年
）
、
佐
藤
庸
「
取

締
役
の
第
三
者
に
対
す
る
責
任
に
つ
い
て
」
取
締
役
責
任
論
一
八
八
頁
以

下
（
昭
和
四
七
年
目
、
田
幡
誠
二
「
取
締
役
の
対
第
三
者
責
任
の
性
質
と

そ
の
実
益
」
商
事
法
務
七
二
二
号
（
昭
和
五
一
任
，
）
、
　
等
に
詳
し
い
。

　
本
条
は
、
判
例
に
よ
っ
て
か
な
り
広
範
囲
に
適
用
さ
れ
、
一
般
条
項
化

し
て
い
る
た
め
、
法
改
正
に
際
し
て
は
、
こ
の
二
六
六
条
ノ
三
の
法
的
性

質
、
要
件
、
効
果
等
を
明
確
に
し
、
多
様
な
学
説
の
対
立
を
解
消
し
、
統

一
的
な
解
釈
基
準
を
確
立
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
取
締
役

の
第
三
者
に
対
す
る
責
任
に
つ
い
て
、
同
条
の
よ
う
な
一
般
的
な
規
定
で

は
な
く
、
あ
る
程
度
類
型
化
し
た
違
法
行
為
の
形
態
に
応
じ
た
貝
体
的
な

規
定
を
設
け
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
（
前
田
．
「
会
社
法
改
配
事
項
に
関

す
る
文
献
解
題
」
商
事
法
務
七
一
二
号
一
九
頁
）
。
　
こ
の
点
に
関
し
、
龍

田
教
授
は
、
同
条
の
責
任
が
生
じ
る
違
法
行
為
を
判
例
の
事
案
か
ら
類
型

化
し
、
種
々
の
問
題
点
を
整
理
し
検
討
さ
れ
て
い
る
（
注
釈
会
社
法
鰯
四

七
七
頁
参
照
）
。
　
こ
の
よ
う
な
違
法
行
為
の
類
型
化
は
、
そ
の
形
態
に
応

じ
た
具
体
的
な
責
任
睨
定
を
考
慮
す
る
た
め
に
参
考
と
な
ろ
う
。

　
取
締
役
の
第
三
者
に
対
す
る
貢
任
に
関
す
る
文
献
の
う
ち
、
比
較
法
的

考
察
に
す
ぐ
れ
た
も
の
と
し
て
、
佐
藤
庸
「
取
締
役
の
第
三
者
に
対
す
る

責
任
」
　
政
治
経
済
論
叢
八
巻
三
号
二
四
二
頁
以
下
、
　
四
号
三
四
三
頁
以

下
、
一
〇
巻
一
号
六
八
頁
以
下
（
昭
和
三
四
、
五
年
）
、
　
中
村
真
澄
「
会

社
債
務
に
対
す
る
取
締
役
の
責
任
…
一
九
四
〇
年
お
よ
び
一
九
三
五
年
の

フ
ラ
ン
ス
会
社
法
を
中
心
と
し
て
」
早
稲
田
法
学
三
八
巻
三
一
四
合
併
号

（
昭
和
三
七
年
）
、
龍
田
節
「
不
実
の
開
示
と
取
締
役
の
責
任
ー
ア
メ
リ

カ
証
券
法
を
中
心
と
し
て
」
　
法
学
論
叢
七
四
巻
四
号
（
昭
和
三
九
年
）
、

矢
沢
惇
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
会
社
法
と
証
券
取
引
法
」
商
事
法
務
四
九

日
σ
（
昭
和
三
一
年
）
、
　
本
間
輝
雄
「
英
米
法
に
お
け
る
取
締
役
の
第
三
者

に
対
す
る
責
任
m
一
個
」
経
済
理
論
（
和
歌
山
大
）
八
○
、
八
｝
号
（
昭

和
三
九
年
）
、
　
同
「
取
締
役
の
第
三
者
に
対
す
る
責
任
」
商
法
学
論
集
〈

小
町
谷
古
稀
記
念
〉
二
九
頁
以
下
（
昭
和
三
九
年
）
が
参
考
と
な
る
。

　
商
法
二
六
六
条
ノ
三
に
関
す
る
判
例
は
多
い
が
、
前
掲
最
高
裁
昭
和
四

四
年
一
一
月
二
六
日
大
法
廷
判
決
お
よ
び
い
わ
ゆ
る
平
取
締
役
の
代
表
取

締
役
に
対
す
る
監
視
義
務
に
関
す
る
最
高
裁
昭
和
四
八
年
五
月
二
二
日
判

決
の
二
件
が
重
要
で
あ
る
。

　
前
者
の
判
例
に
つ
き
、
田
村
諄
之
輔
・
商
法
の
判
例
〈
第
三
版
〉
一
〇

二
．
頁
（
昭
和
五
二
年
）
や
菅
原
菊
志
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
昭
和
四
四
年
重
要
判

例
解
説
一
〇
〇
頁
（
昭
和
四
五
年
）
　
な
ど
が
詳
細
な
検
討
を
加
え
て
い

る
。
　
後
者
の
判
例
に
つ
き
、
従
来
の
見
解
の
対
立
を
整
理
・
検
討
し
た
文
献

と
し
て
は
、
塩
田
踵
吉
川
・
前
掲
総
合
判
例
研
究
叢
書
六
六
頁
、
大
阪
谷
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料資

公
雄
「
取
締
役
の
責
任
」
株
式
会
社
法
講
座
三
巻
二
二
〇
頁
、
竹
内
・

判
例
商
法
－
二
九
九
頁
、
酒
巻
俊
雄
・
商
法
の
判
例
〈
第
三
版
∀
九
八
頁

な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
、
．

　
二
　
取
締
役
の
会
社
に
対
す
る
責
任

　
わ
が
商
法
上
、
取
締
役
は
、
会
社
に
対
し
委
任
ま
た
は
準
委
任
の
関
係

に
立
ち
、
善
良
な
る
管
理
者
の
注
意
義
務
を
負
う
ほ
か
（
商
二
五
四
条
三

．
項
、
民
六
四
四
条
）
、
会
社
の
た
め
に
忠
実
に
そ
の
職
務
を
遂
行
す
べ
き

い
わ
ゆ
る
忠
実
義
務
を
も
負
っ
て
い
る
（
商
二
五
四
条
ノ
ニ
）
。
　
取
締
役

が
こ
れ
ら
の
義
務
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
当
然
会
社
に
対
し
て
責
任
を

負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
手
、
こ
で
、
提
題
と
な
る
の
は
、
取
締
役
に
対

す
る
責
任
追
及
が
有
効
に
機
能
し
て
い
る
か
否
か
で
あ
る
。
す
．
な
わ
ち
、

収
締
役
の
責
任
を
定
め
る
実
体
睨
定
が
い
か
に
整
備
強
化
さ
れ
よ
う
と

も
、
実
際
に
適
用
す
る
手
段
・
制
度
が
機
能
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
い
わ
ゆ

る
画
餅
に
帰
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
取
締
役
の
会
社
に
対
す

る
責
任
に
つ
い
て
の
立
法
的
課
題
と
し
て
、
ま
ず
、
．
取
締
役
の
責
任
追
及

が
有
効
に
な
さ
れ
る
た
め
の
制
度
あ
る
い
は
手
段
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
で

あ
ろ
う
（
前
田
・
前
掲
商
事
法
務
七
＝
一
号
…
九
頁
）
。

　
取
締
役
の
責
任
追
及
に
は
、
と
く
に
代
表
訴
訟
の
機
能
化
を
図
り
．
、
こ

れ
に
期
待
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
代
表
訴
訟
が
積
極
的
に
利
用
さ
れ
て
い

な
い
一
つ
の
理
由
と
し
て
、
訴
訟
費
用
の
闘
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
北

沢
封
清
水
“
竹
内
一
星
野
一
矢
沢
「
会
社
法
の
根
本
的
改
正
の
周
題
点
∴
．
h

座
談
会
〉
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
九
三
号
〈
竹
内
・
矢
沢
発
言
〉
二
七
頁
）
．
、

す
な
わ
ち
、
株
主
た
る
原
告
が
訴
を
提
起
す
る
際
に
は
、
訴
状
に
訴
額
に

応
じ
た
印
紙
を
貼
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
た
め
、
株
主
は
、
代
表
訴
訟
自

体
に
消
極
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
結
果
と
し
て
代
表
訴
訟
制
度
活
用
の

阻
害
要
因
と
な
っ
て
お
り
、
改
善
す
べ
き
事
項
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
（
北
沢
正
啓
「
ア
メ
リ
カ
会
社
法
に
お
け
る
株
主
の
代
表
訴
訟
」

法
協
六
八
巻
六
号
六
六
七
頁
（
昭
和
二
五
年
）
）
。
　
し
た
が
っ
て
、
取
締

没
が
会
社
に
対
し
て
責
任
を
負
う
べ
き
具
体
的
な
場
合
に
応
じ
、
株
主
以

外
、
の
者
に
も
会
社
の
た
め
に
訴
を
提
起
す
る
権
利
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る

と
指
嫡
さ
れ
て
い
る
（
前
田
・
前
掲
商
事
法
務
七
一
二
号
二
〇
頁
）
。
　
株

主
以
外
の
者
と
し
て
、
会
社
債
権
者
を
提
案
す
る
文
献
に
、
古
田
昂
「
株

冷
八
く
ム
社
資
本
の
債
権
者
保
　
　
護
的
機
一
能
」
覗
閥
班
丁
法
務
一
一
よ
ハ
ロ
写
五
頁
（
昭
和

三
三
年
）
や
矢
沢
惇
一
，
利
益
の
配
当
」
続
実
務
株
式
会
社
法
六
講
（
昭
和

三
五
年
冒
）
な
ど
が
あ
る
。

　
三
　
取
締
役
の
会
社
な
い
し
第
三
者
に
対
す
る
責
任
の
問
題
と
関
連
し

て
検
討
さ
れ
る
べ
き
立
法
上
の
課
題
と
し
て
他
に
、
親
子
会
社
に
お
け
る

取
締
役
の
責
任
の
問
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
隅
教
授
は
、
会
社
が
親

子
関
係
に
立
つ
場
合
の
取
締
役
の
責
任
に
関
し
、
法
律
上
の
問
題
点
の
一

つ
と
し
て
、
　
一
．
親
会
社
が
子
会
社
の
取
締
役
に
対
し
て
指
図
を
な
し
、
こ

れ
に
従
っ
て
業
務
執
行
行
為
が
な
さ
れ
た
結
果
子
会
社
に
損
害
を
生
じ
た

と
き
は
、
親
会
社
ま
た
は
そ
の
指
図
を
し
た
親
会
社
の
取
締
役
は
、
子
会

社
ま
た
は
そ
の
株
主
（
親
会
社
以
外
の
い
わ
ゆ
る
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
株

主
）
に
対
し
て
、
右
の
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
を
負
う
か
。
」
　
と
問
題
提

起
を
さ
れ
て
い
る
（
「
会
社
の
親
子
関
係
と
取
締
役
の
責
任
」
商
事
法
務

一一

H
ハ
戸
り
回
忌
ニ
四
　
貝
（
昭
和
四
　
（
り
年
）
）
。
　
∴
八
隅
教
樟
ハ
は
、
一
規
子
・
公
社
閲
閃
磁
小
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に
お
い
て
、
右
の
よ
う
な
取
締
役
の
責
任
を
認
め
る
こ
と
は
現
行
法
上
困

難
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
さ
ら
に
、
親
会
社
の
取
締
役
の
、
子
会
社

の
少
数
株
主
お
よ
び
債
権
者
に
対
す
る
責
任
を
認
め
る
必
要
が
あ
る
た

め
、
そ
の
立
法
的
措
置
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
。
な
お
、
山
口
賢

「
会
社
の
支
配
・
従
属
関
係
と
取
締
役
の
責
任
」
民
商
六
一
巻
一
号
二
九

頁
、
同
四
号
三
頁
、
同
六
号
三
頁
（
昭
和
四
四
年
）
は
重
要
な
論
文
で
あ

る
。七

　
取
締
役
の
利
益
相
反
行
為
　
　
取
締
役
の
利
益
相
反
行
為
に
関
す
る

現
行
法
の
規
制
に
不
備
が
あ
る
た
め
、
立
法
上
の
課
題
と
し
て
し
ば
し
ば

問
題
と
な
っ
て
い
る
（
小
町
谷
操
三
「
改
正
株
式
会
社
法
管
見
」
法
学
一

五
巻
四
号
三
六
九
頁
、
服
部
栄
三
「
取
締
役
の
責
任
に
関
す
る
二
、
三
の

疑
問
」
商
事
法
務
七
八
号
二
頁
、
酒
巻
俊
雄
「
取
締
役
の
会
社
に
対
す
る

責
任
」
取
締
役
の
責
任
と
会
社
支
配
一
頁
な
ど
参
照
）
。
　
取
締
役
の
利
益

相
反
行
為
の
う
ち
、
最
近
、
と
く
に
議
論
さ
れ
る
の
は
、
報
酬
規
制
（
商

二
六
九
条
）
、
　
競
業
禁
止
を
定
め
た
商
法
二
六
四
条
の
問
題
、
そ
の
他
、

取
締
役
の
利
害
対
立
の
規
制
の
基
礎
法
理
た
る
商
法
二
五
四
条
ノ
ニ
に
定

め
る
忠
実
義
務
の
性
質
の
問
題
が
あ
る
。

　
一
　
取
締
役
の
報
酬
規
制

　
取
締
役
の
報
酬
は
、
そ
の
経
営
活
動
の
対
価
と
し
て
会
社
よ
り
受
け
る

給
付
で
あ
る
。
　
こ
の
報
酬
は
、
月
俸
、
年
俸
と
か
社
宅
給
与
、
　
現
物
給

与
と
か
い
う
形
式
を
と
っ
て
い
る
が
、
そ
の
名
称
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら

ず
、
そ
れ
が
経
営
活
動
に
対
す
る
対
価
た
る
性
質
を
有
す
る
か
ぎ
り
、
す

べ
て
報
酬
で
あ
る
（
星
川
・
注
釈
会
社
法
傾
五
三
〇
頁
）
。
　
商
法
二
六
九

条
は
、
　
報
酬
額
を
公
正
妥
当
な
ら
し
め
、
　
い
わ
ゆ
る
「
お
手
盛
り
」
を

防
止
す
る
た
め
、
報
酬
の
受
領
者
と
は
別
の
機
関
に
そ
の
金
額
を
決
定
さ

せ
、
さ
ら
に
株
主
総
会
で
の
審
議
対
象
と
す
る
こ
と
に
伴
う
、
報
酬
の
公

開
と
い
う
機
能
を
も
期
待
し
て
い
る
。
な
お
、
退
職
慰
労
金
を
本
条
の
報

酬
中
に
含
め
る
か
ど
う
か
の
解
釈
と
結
び
つ
い
て
問
題
と
な
る
。

　
こ
の
点
に
つ
き
、
容
易
に
参
照
し
う
る
文
献
と
し
て
、
龍
田
節
「
役
員

報
酬
」
続
判
例
展
望
（
昭
和
四
八
年
）
、
　
江
頭
憲
治
郎
「
会
社
役
員
の
報

酬
に
対
す
る
法
の
規
制
」
法
学
教
室
〈
第
二
期
〉
六
巻
（
昭
和
四
九
年
）
、

佐
藤
庸
「
取
締
役
の
報
酬
」
新
商
法
演
習
②
（
昭
和
五
〇
年
）
が
あ
る
。

　
龍
倒
論
文
は
、
報
酬
規
制
の
目
的
、
　
報
酬
の
範
囲
、
　
報
酬
の
決
定
方

法
、
監
査
役
の
報
酬
に
つ
き
従
来
の
判
例
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、
役
員

報
酬
に
対
す
る
規
制
方
法
の
一
つ
と
し
て
報
酬
額
の
開
示
（
デ
ィ
ス
ク
ロ

ー
ジ
ャ
ー
）
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
計
算
書
類

付
属
明
細
書
の
記
載
項
目
に
個
人
別
の
報
酬
額
を
記
載
す
る
こ
と
を
要
求

し
、
ま
た
、
退
職
慰
労
金
に
つ
い
て
も
、
一
定
の
支
給
基
準
に
よ
る
金
額

の
決
定
が
取
締
役
会
に
委
ね
ら
れ
た
場
合
、
あ
る
い
は
俸
給
等
に
つ
い
て

は
総
額
の
み
を
定
款
ま
た
は
株
主
総
会
決
議
で
定
め
た
場
合
に
も
、
各
役

員
へ
の
具
体
的
な
支
給
額
な
い
し
配
分
額
を
取
締
役
会
議
事
録
に
記
載
さ

せ
る
こ
と
に
よ
り
、
開
示
の
機
能
を
果
た
さ
せ
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
さ

ら
に
、
龍
田
論
文
は
、
役
員
を
選
任
し
た
総
会
に
お
い
て
、
各
役
員
別
の

報
酬
を
定
め
る
べ
き
で
あ
る
と
も
主
張
す
る
（
龍
田
・
前
掲
一
七
八
頁
）
。

ま
た
、
江
頭
論
文
は
、
報
酬
額
の
開
示
に
つ
き
同
様
の
主
張
を
な
し
、
会
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料資

社
役
員
の
報
酬
規
」
制
は
、
窮
極
的
に
は
機
関
相
互
の
権
限
・
一
．
貝
任
の
分
配

の
問
題
と
関
連
し
て
、
会
社
法
の
基
本
灼
な
構
造
に
ふ
れ
る
点
が
多
い
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
報
酬
規
．
制
に
つ
い
て
の
立
法
論
と
し
て
、
矢
沢
惇
「
．
取
締
役
の
報
酬
の

法
的
規
制
」
商
事
法
務
二
㎝
九
口
、
7
（
昭
和
三
六
年
目
が
参
年
間
な
る
．
．
矢

沢
論
文
は
、
志
3
1
法
論
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
・
ド
イ
ツ
・
ア
メ
リ
カ
の
各
国

の
制
度
を
参
考
に
し
て
、
報
酬
の
公
開
の
確
保
、
報
酬
の
相
当
性
と
い
う

実
質
的
基
準
の
採
用
、
報
酬
の
決
定
手
続
の
保
障
を
挙
げ
る
。
特
に
報
酬

の
相
当
性
と
い
う
実
質
的
基
準
を
採
用
す
る
こ
と
は
、
公
開
の
要
請
と
と

も
に
報
酬
・
賞
与
に
つ
い
て
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
困
難
な
閉
鎖
的
同
族
会

社
の
少
数
派
株
主
と
債
権
者
と
を
保
護
す
る
う
え
で
実
益
が
あ
る
、
　
ま

た
、
決
定
手
続
と
し
て
、
株
主
総
会
に
決
定
権
を
与
え
、
と
く
に
裳
務
執

行
に
従
事
す
る
役
員
な
い
し
業
．
務
担
当
取
締
役
の
報
酬
は
、
取
締
役
会
に

決
定
権
を
与
え
る
こ
と
も
考
慮
に
値
す
る
と
提
案
す
る
（
矢
沢
・
前
掲

八
○
頁
）
。
　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
改
正
は
、
単
な
る
報
酬
規
制
の
範
囲

を
超
え
、
機
関
の
構
成
と
権
限
の
，
分
配
∵
般
に
関
す
る
問
題
と
な
る
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
，

　
そ
の
他
に
、
　
鴻
常
夫
「
役
員
の
退
職
慰
労
金
」
商
法
の
判
例
く
第
三

版
V
九
三
．
頁
（
昭
和
五
二
年
目
が
、
最
高
裁
昭
和
三
九
年
一
二
月
一
一
日

、
第
二
小
法
廷
判
決
（
民
心
一
八
巻
二
〇
号
…
一
一
四
三
亘
）
の
判
例
解
説
に

お
い
て
、
右
の
た
沢
教
授
の
立
法
論
に
賛
成
し
つ
つ
、
退
職
慰
労
金
に
関

す
る
立
法
・
判
例
・
学
説
の
展
胴
は
、
実
際
界
に
、
そ
の
選
択
な
り
態
度

決
定
を
迫
っ
て
い
る
と
受
け
と
め
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
は
注

目
さ
れ
る
。

　
取
締
役
の
報
酬
に
関
す
る
文
献
と
し
て
、
他
に
、
上
田
明
信
「
取
締
役

の
報
酬
に
つ
い
て
」
商
∵
肇
法
務
一
一
六
号
（
昭
穐
三
三
年
）
、
　
星
川
長
七

「
株
式
会
社
の
役
員
報
酬
」
　
法
律
の
ひ
ろ
ば
一
七
巻
五
号
　
（
昭
和
三
九

年
）
、
　
山
臼
幸
五
郎
「
株
式
会
社
の
役
員
報
酬
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
｝
七
巻

五
号
（
昭
和
三
九
年
）
、
　
味
村
治
樋
岩
城
謙
二
「
会
社
論
評
の
報
酬
と
退

職
慰
労
金
－
監
査
役
の
業
務
監
査
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
ム
第
⊥
○
回
∀
、
」

商
事
法
務
七
四
四
駄
ノ
へ
昭
和
五
一
年
）
、
　
ま
た
、
比
較
法
的
検
討
を
な
す

も
の
に
、
ジ
ェ
ニ
ン
グ
ス
け
北
沢
正
啓
編
・
ア
メ
リ
カ
と
日
本
の
会
社
法

（
昭
和
四
●
年
）
、
田
代
有
嗣
・
親
子
会
社
の
法
律
三
一
〇
頁
以
下
（
昭
梯

四
三
年
）
が
あ
る
。

　
二
　
取
締
役
の
魂
業
禁
止

　
商
法
二
六
四
条
に
定
め
る
取
締
役
の
競
業
避
止
義
務
に
つ
き
、
昭
和
…

三
年
の
改
正
法
は
、
取
締
役
は
株
主
総
会
の
認
許
が
な
け
れ
ば
、
同
種
の

営
業
を
目
的
と
す
ッ
’
9
他
の
会
社
の
無
限
責
任
社
員
又
は
取
締
没
と
な
る
こ

と
を
え
な
い
と
し
て
い
た
が
、
昭
和
二
五
年
改
正
法
で
こ
の
条
項
は
削
除

阜
、
㌔
れ
た
．
．
そ
の
埋
由
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
　
一
応
つ
ぎ
の
二
点

が
考
え
ら
れ
る
．
、
そ
の
一
は
、
独
禁
法
と
商
法
で
重
ね
て
こ
れ
を
禁
出
す

る
必
要
は
な
い
こ
と
．
．
そ
の
こ
は
、
現
行
法
が
取
締
役
会
制
度
を
採
用
し

た
結
果
、
そ
の
必
要
性
を
欠
く
と
い
う
に
あ
る
（
本
而
輝
雄
・
注
釈
会
社

法
．
ゆ
四
〇
圧
頁
）
．
．

　
し
か
し
、
昭
和
…
．
五
年
の
改
正
法
が
右
の
点
を
削
除
し
た
こ
と
は
妥
当

で
な
い
と
指
愛
す
る
も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
隅
健
二
郎
「
取
締
役
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の
競
業
禁
止
」
会
社
法
の
諸
問
題
〈
再
増
補
版
〉
二
九
五
頁
（
昭
和
四
九

年
）
は
、
立
法
上
取
締
役
の
競
業
禁
止
に
つ
い
て
定
め
る
以
上
、
単
に
会

社
の
営
業
の
部
類
に
属
す
る
取
引
を
な
す
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
同
種
の
営

業
を
目
的
と
す
る
他
の
会
社
の
無
限
責
任
社
員
ま
た
は
取
締
役
と
な
る
こ

と
を
も
と
ら
え
る
方
が
適
当
で
あ
り
、
さ
ら
に
総
会
の
認
許
は
、
取
締
役

の
選
任
決
議
の
要
件
と
同
一
に
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
ま
た
、
立

法
論
と
し
て
、
競
業
認
許
の
決
議
を
な
す
べ
き
株
主
総
会
の
招
集
の
通
知

ま
た
は
公
告
に
認
許
の
対
象
た
る
行
為
の
要
領
を
記
載
さ
せ
る
程
度
で
足

り
る
と
す
べ
き
で
あ
る
と
提
案
し
て
い
る
。
な
お
、
比
較
法
的
考
察
を
示

す
最
近
の
論
文
と
し
て
、
加
藤
徹
「
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
取
締
役
の
競

業
避
止
義
務
」
阪
大
法
学
七
七
・
七
八
号
＝
二
六
頁
（
昭
和
四
六
年
）
が

重
要
で
あ
ろ
う
。

　
三
　
取
締
役
の
忠
実
義
務
と
善
管
注
意
義
務

　
取
締
役
の
利
益
相
反
行
為
の
規
制
に
関
連
し
て
、
商
法
二
五
四
条
ノ
ニ

に
定
め
る
取
締
役
の
忠
実
義
務
と
善
管
注
意
義
務
と
の
関
係
が
悶
題
と
な

る
。
　
わ
が
商
法
上
、
会
社
と
取
締
役
と
の
関
係
に
は
、
民
法
の
委
任
に
関
す

る
規
定
（
民
六
四
三
条
以
下
）
が
準
用
さ
れ
る
た
め
、
受
任
者
と
し
て
の

取
締
役
は
、
会
社
に
対
し
善
管
注
意
義
務
を
負
う
（
商
二
五
四
条
三
項
、

民
六
四
四
条
）
。
　
と
こ
ろ
が
、
昭
和
二
五
年
の
商
法
改
正
に
よ
り
、
英
米

法
の
忠
実
義
務
（
∪
＝
蔓
o
h
ご
《
巴
蔓
）
の
法
理
に
な
ら
い
、
商
法
二
五

四
条
ノ
ニ
を
新
設
し
た
た
め
、
　
取
締
役
は
忠
実
義
務
を
も
負
う
。
　
そ
こ

で
、
こ
の
善
管
注
意
義
務
と
忠
実
義
務
と
の
関
係
に
つ
い
て
学
説
の
対
立

が
生
じ
て
い
る
。
多
数
説
は
、
商
法
二
五
四
条
ノ
ニ
に
つ
き
、
善
管
注
意

義
務
を
具
体
化
し
て
注
意
的
に
規
定
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
解
す
る
。

こ
の
立
場
に
立
つ
も
の
と
し
て
、
鈴
木
竹
雄
・
新
版
会
社
法
A
全
訂
第
「

版
〉
一
四
五
頁
（
昭
和
四
九
年
）
、
　
松
田
二
郎
酒
鈴
木
忠
一
・
条
解
株
式

会
社
法
上
巻
二
六
〇
頁
（
昭
和
二
六
年
）
、
　
西
原
寛
一
・
会
社
法
｝
九
一

頁
（
昭
和
三
二
年
）
等
が
あ
る
。
な
お
、
判
例
も
、
政
治
献
金
に
つ
い

て
の
最
高
裁
昭
和
四
五
年
六
月
二
六
日
判
決
（
民
集
二
四
巻
六
号
六
二
五

頁
）
に
お
い
て
、
こ
の
多
数
説
と
同
じ
立
場
を
と
つ
で
い
る
。
こ
の
多
数

説
の
根
拠
と
し
て
、
石
井
照
久
・
会
社
法
上
巻
三
＝
頁
（
昭
和
四
七
年
）

や
大
隅
健
一
郎
・
全
訂
会
社
法
論
中
巻
八
九
頁
（
昭
和
三
四
年
）
は
、
取

締
役
に
対
し
て
、
善
良
な
る
管
理
者
が
負
う
以
上
の
厳
格
な
義
務
を
課
す

べ
き
で
は
な
く
、
ま
た
、
取
締
役
と
会
社
と
の
間
の
利
益
相
反
を
規
制
す

る
た
あ
に
商
法
二
六
四
条
、
二
六
五
条
お
よ
び
二
六
九
条
が
お
か
れ
、
か

つ
二
六
六
条
が
特
別
の
責
任
を
定
め
て
い
る
か
ら
、
新
た
な
義
務
を
課
す

理
由
が
な
い
と
主
張
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
最
近
の
有
力
説
は
、
商
法

二
五
四
条
ノ
ニ
に
つ
き
、
母
法
で
あ
る
英
米
法
と
同
様
に
善
管
注
意
義
務

と
は
異
な
る
義
務
を
課
し
た
規
定
で
あ
る
と
解
す
る
。
こ
の
立
場
に
立
つ

も
の
と
し
て
、
大
阪
谷
公
雄
「
取
締
役
の
忠
実
義
務
」
私
法
一
〇
号
六
八

．
頁
（
昭
和
二
九
年
前
、
　
同
「
取
締
役
の
責
任
」
株
式
会
社
法
講
座
三
巻
一

一
一
五
頁
（
昭
和
三
二
年
）
、
　
戸
塚
登
「
英
米
法
に
お
け
る
取
締
役
の
忠

実
義
務
」
阪
大
法
学
三
四
号
五
四
頁
（
昭
和
三
五
年
）
、
星
川
長
七
「
取

締
役
の
忠
実
義
務
と
責
任
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
早
稲
田
法
学
三
八
巻
三

・
四
合
併
号
一
七
九
頁
（
昭
和
三
七
年
）
、
　
同
「
取
締
役
の
競
業
避
止
義
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務
臨
口
三
九
佳
一
号
一
四
七
．
頁
（
昭
和
三
八
年
）
、
　
同
　
幽
林
の
第
三
者

割
当
に
お
け
る
取
締
役
の
忠
実
義
務
」
同
語
〇
巻
二
鳳
、
一
．
三
七
頁
（
昭
和

三
九
年
）
、
岡
「
取
締
役
の
忠
実
義
務
の
法
的
基
礎
な
ら
び
に
元
旧
、
頑
刑
」

同
四
一
近
一
号
一
一
三
頁
（
昭
和
四
〇
年
）
、
　
古
永
栄
助
「
忠
実
義
務
の

具
体
的
適
用
」
現
代
商
法
学
の
諸
問
題
A
田
中
成
二
先
生
古
稀
記
念
V
七

三
五
頁
（
昭
和
四
二
年
）
、
　
赤
堀
光
子
「
取
締
役
の
忠
実
義
務
」
法
学
協

会
雑
誌
八
五
乙
∵
一
四
号
（
昭
和
四
二
年
）
、
目
「
取
繍
役
の
忠
ヂ
匿
窃
」

私
法
三
二
，
ヴ
一
生
三
頁
（
昭
和
四
五
年
）
、
　
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
育
力
軋

の
根
拠
と
し
て
、
赤
堀
・
前
掲
法
協
八
五
巻
．
号
三
頁
は
、
英
米
法
と
同

娠
に
、
取
締
役
の
義
務
は
母
様
義
務
と
忠
実
義
務
と
に
分
け
ら
れ
、
と
く

に
忠
実
臓
務
は
、
取
締
役
と
会
社
と
の
周
に
／
1
ふ
じ
る
利
益
の
術
た
の
問
題

を
解
決
す
る
た
め
の
法
理
で
あ
り
、
　
江
感
義
務
と
は
　
．
直
な
義
務
で
ち

る
と
主
張
す
る
。
な
お
、
忠
実
義
務
は
、
　
い
わ
ゆ
る
信
認
的
法
，
林
関
係

（
霊
匹
二
〇
莚
H
《
菊
①
冨
鉱
§
）
に
立
つ
受
任
者
に
譲
せ
ら
れ
ア
，
衡
7
「
法
上
の

孜
務
で
あ
り
、
口
任
者
（
取
俳
．
一
夜
）
の
行
為
規
範
の
内
喋
を
r
す
抽
象
的

概
念
で
あ
ろ
た
め
、
　
具
㍍
旧
な
内
郷
の
考
察
が
必
要
と
な
る
．
　
差
ズ
で

は
、
判
例
の
蜜
．
夙
に
よ
り
、
「
ω
去
社
・
取
締
役
閥
の
取
引
、
②
取
締
役
の

報
酬
、
㈹
謝
罪
し
、
が
会
社
と
な
す
競
業
、
鰯
会
社
の
畿
会
の
利
用
、
㈲
秘

密
の
利
得
、
㈲
．
丈
配
権
の
裏
漏
お
よ
び
㎝
株
式
の
取
引
、
な
ど
に
分
類
し

て
ヂ
察
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
忠
実
戎
傍
が
有
効
に
機
能
す
一
る
た
め
に
、

開
示
制
度
、
株
主
の
代
長
訴
訟
制
度
、
会
レ
七
監
査
な
い
し
行
政
府
に
よ

る
凋
査
・
墳
査
副
度
の
格
備
が
必
要
と
さ
れ
る
（
星
川
長
し
「
株
武
．
祉

法
に
い
わ
ゆ
る
『
杯
実
の
言
霊
』
」
企
密
法
研
究
創
立
新
1
一
記
念
、
嗣
文

築
七
三
頁
（
栖
印
三
九
年
）
、
池
島
宏
幸
7
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
取
綿

役
の
地
位
」
法
経
論
集
一
四
「
し
三
七
頁
（
昭
和
三
七
り
）
、
　
中
島
吏
雄
…

イ
ギ
リ
ス
会
社
法
に
お
け
る
乾
霧
制
度
と
取
締
役
の
行
為
規
制
」
英
米
会

往
法
の
湘
押
と
課
題
一
六
五
頁
（
昭
和
四
七
年
）
参
照
）
。
　
わ
が
国
に
お

い
て
忠
実
義
務
が
強
調
さ
れ
る
背
景
に
は
、
取
締
役
の
利
益
相
反
行
為
を

包
括
的
に
視
制
す
る
た
め
の
基
礎
法
理
と
し
て
理
、
珊
構
成
す
る
た
め
だ
け

で
は
な
く
、
窮
困
判
例
法
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
経
営
の
必
，
埋

陸
の
判
断
に
関
す
勾
法
則
（
じ
d
¢
ω
繭
コ
＄
の
甘
血
σ
q
Φ
ヨ
①
上
士
¢
一
⑦
）
が
裁
判
所

に
よ
っ
て
一
般
に
採
用
さ
れ
た
場
合
、
取
締
役
の
責
任
を
認
定
す
べ
き
注

」
義
，
が
無
機
能
化
す
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
で
あ
る
　
（
山
口
幸
五
郎

「
ア
メ
リ
カ
会
社
法
に
お
け
る
取
締
役
の
責
任
」
法
学
論
叢
五
八
巻
三
号

七
六
頁
へ
昭
和
二
七
卜
）
参
照
）
。
　
と
こ
ろ
で
、
有
力
説
と
類
似
し
た
見

写
と
し
て
、
山
1
1
一
．
ド
五
郎
教
授
は
、
桐
法
二
五
四
条
ノ
ニ
が
忠
実
義
務
を

表
現
す
る
と
舶
す
る
見
解
（
大
阪
谷
・
前
掲
私
法
一
〇
号
六
九
頁
、
同
．

前
掲
講
盛
、
二
巻
一
一
一
八
頁
、
星
川
・
前
掲
早
稲
田
伝
隠
絵
…
巻
二
号
一

三
六
．
口
）
に
対
し
て
、
翫
定
の
文
言
上
の
理
由
に
よ
り
反
対
さ
れ
な
が
ら

も
、
肖
法
二
五
四
条
三
項
か
ら
善
管
注
恵
義
務
だ
け
で
は
な
く
忠
実
義
唇

を
導
き
出
せ
る
と
主
張
さ
れ
る
（
「
取
締
役
の
競
業
避
止
義
務
」
甲
南
論

身
四
芽
四
五
頁
（
昭
和
二
九
年
）
、
　
同
旨
、
片
山
信
弘
「
取
締
役
の
会
社

に
対
す
る
貢
任
」
関
大
法
学
二
2
9
巻
五
号
三
五
頁
（
昭
和
四
九
年
）
）
。
こ

の
見
解
の
左
は
、
忠
実
養
務
の
基
礎
と
な
ろ
仁
～
㈹
的
法
律
関
係
の
存
在
を

両
法
暗
調
1
四
条
ノ
ニ
に
認
め
る
か
、
あ
る
い
は
一
κ
四
条
三
項
に
認
め
る

か
ど
う
か
に
よ
っ
て
宝
じ
る
も
の
で
あ
る
。
　
ま
た
、
　
多
数
説
の
な
か
で
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も
、
大
隅
健
一
郎
教
授
が
、
商
法
二
五
四
条
ノ
ニ
に
も
と
づ
い
て
取
締
役

の
会
社
と
の
取
引
お
よ
び
競
業
の
禁
止
を
理
解
さ
れ
る
点
は
注
目
さ
れ
る

（
「
取
締
役
の
競
業
禁
止
」
法
学
論
叢
六
〇
巻
一
・
二
号
一
四
七
、
　
」
五

一
頁
（
昭
和
二
九
年
）
、
　
同
旨
、
田
中
耕
太
郎
・
会
社
法
概
論
五
八
三
頁

（
昭
和
二
七
年
）
）
。
す
な
わ
ち
、
商
法
二
五
四
条
ノ
ニ
が
そ
の
文
言
上
、

忠
実
義
務
の
本
質
を
明
確
に
規
定
し
て
い
な
い
と
し
て
も
、
忠
実
義
務
の

も
つ
法
的
性
質
や
機
能
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
わ
が
国
の
法
体
系

と
柔
軟
に
調
和
し
う
る
理
論
構
成
を
求
め
る
と
と
も
に
、
忠
実
義
務
が
要

求
す
る
「
開
示
性
」
や
「
公
正
か
つ
誠
実
の
要
件
」
な
ど
に
つ
き
、
同
条

を
有
効
に
活
用
す
る
方
向
を
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
に
お
い

て
、
吉
永
・
前
掲
論
文
や
赤
堀
・
前
掲
私
法
三
二
号
が
同
条
の
具
体
化
を

示
す
点
で
注
目
さ
れ
る
。

　
四
　
内
部
者
取
引
の
規
制

　
意
見
照
会
は
、
最
後
に
、
取
締
役
や
監
査
役
な
ど
が
会
社
の
秘
密
を
不

当
に
利
用
す
る
こ
と
を
規
制
す
る
た
め
、
会
社
法
も
何
ら
か
の
規
定
を
設

け
る
べ
き
か
ど
う
か
に
つ
い
て
問
う
て
い
る
。

　
内
部
者
取
引
に
関
す
る
証
券
取
引
法
五
八
条
、
↓
八
九
条
に
つ
き
、
矢

沢
・
注
釈
会
社
法
ω
一
〇
一
頁
は
、
ア
メ
リ
カ
の
｝
九
三
四
年
証
券
取
引

所
法
一
〇
条
働
項
（
す
べ
て
の
人
の
詐
欺
的
取
引
の
禁
止
）
に
あ
た
る
五

八
条
と
、
同
三
四
年
遅
一
六
条
（
内
部
者
取
引
報
告
と
短
期
売
買
差
益
返

還
）
に
あ
た
る
一
八
八
条
と
一
八
九
条
と
を
採
用
し
た
が
、
五
八
条
は
適

用
さ
れ
た
こ
と
が
な
く
、
ま
た
、
一
八
八
条
の
実
効
性
が
乏
し
い
と
い
う

理
由
で
昭
和
二
八
年
改
正
法
で
削
除
さ
れ
た
結
果
、
｝
八
九
条
に
よ
り
実

効
性
が
な
く
な
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

　
内
部
者
取
引
の
規
制
に
関
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
法
と
の
比
較
研
究
に
つ

い
て
の
論
稿
が
参
考
に
な
ろ
う
。
ま
ず
、
神
崎
克
郎
「
会
社
機
密
関
与
者

の
証
券
取
引
の
規
制
」
証
券
取
引
規
制
の
研
究
（
昭
和
四
三
年
）
は
、
証

券
取
引
法
五
八
条
制
定
の
も
と
と
な
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
一
九
三
四
年
証
券

取
引
所
法
一
〇
条
㈲
項
お
よ
び
規
則
一
〇
b
l
五
の
下
で
の
会
社
機
密
関

与
者
の
証
券
取
引
規
制
の
発
展
を
検
討
し
、
規
制
の
問
題
点
お
よ
び
基
準

を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
龍
田
節
「
内
部
者
取
引
」
ア
メ
リ

カ
と
日
本
の
証
券
取
引
法
下
巻
（
昭
和
五
〇
年
）
は
、
内
部
者
取
引
に
関

す
る
ア
メ
リ
カ
の
法
的
規
制
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
わ
が
国
に
お

い
て
は
一
般
的
に
、
内
部
者
取
引
に
対
す
る
罪
悪
感
は
い
ま
だ
薄
い
と
考

え
ら
れ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
そ
の
他
、
今
井
宏
「
取
締
役
に
よ
る
株
式
の
不
当
取
引
に
つ
い
て
」
法

文
論
叢
〈
法
科
編
〉
（
熊
本
大
学
）
六
号
　
（
昭
和
三
二
年
）
、
堀
口
亘

「
証
券
取
引
法
一
八
九
条
の
研
究
」
一
橋
論
叢
三
九
巻
六
号
（
昭
和
三
三

年
）
、
　
三
木
純
吉
「
株
式
市
場
取
引
に
お
け
る
イ
ン
サ
イ
ダ
：
と
ア
ウ
ト

サ
イ
ダ
ー
」
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
一
八
巻
七
号
（
昭
和
四
〇
年
）
、
　
島
袋

鉄
男
〔
、
ア
メ
リ
カ
証
券
取
引
法
に
お
け
る
投
資
者
保
護
」
商
法
・
経
済
法

の
諸
問
題
〈
高
田
教
授
還
暦
記
念
〉
（
昭
和
四
七
年
）
、
　
神
崎
克
郎
「
米

国
の
内
部
者
取
引
の
規
制
の
最
近
の
発
展
」
商
事
法
務
六
四
〇
号
（
昭
和

四
八
年
）
等
が
あ
る
。

　
ま
た
、
近
年
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
い
て
も
、
徐
々
に
、
内
部
者
取

引
規
制
が
強
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
ま
ず
、
フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
・
イ
ギ
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リ
ス
に
お
け
る
内
部
者
取
引
の
規
制
の
発
展
と
現
状
を
比
較
研
究
す
る
も

の
と
し
て
、
竹
内
昭
夫
・
江
頭
憲
治
郎
・
前
田
重
行
・
渋
谷
光
子
「
内
部

者
取
引
」
証
券
取
引
法
の
諸
問
題
・
証
券
研
究
部
｝
巻
（
昭
和
五
〇
年
）

が
立
法
論
的
に
検
討
す
る
う
え
で
参
考
に
な
ろ
う
。
　
そ
の
他
、
　
西
ド
イ

ツ
に
お
け
る
内
部
者
取
引
の
規
制
を
研
究
し
た
も
の
と
し
て
、
浜
名
正
芳

「．

ｼ
ド
イ
ツ
に
お
け
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
・
取
引
の
自
主
規
制
」
証
券
四
七
巻

四
号
（
昭
和
四
七
年
）
、
　
前
田
璽
行
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
内
部
者
取
引

の
自
主
規
制
に
つ
い
て
…
内
部
者
取
引
に
対
す
る
自
主
規
制
の
意
義
と
限

界
i
⊥
現
代
商
法
学
の
課
題
八
鈴
木
竹
雄
先
生
古
稀
記
念
▽
中
巻
（
昭
和

五
〇
年
旨
）
が
あ
る
。

　
以
上
の
文
献
の
他
に
、
．
証
券
取
引
研
究
会
　
．
証
券
業
者
（
B
し
・
．
不
正

取
引
の
林
干
止
」
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
一
六
採
　
三
瞬
写
（
昭
和
一
二
八
年
）
、
　
同

「
イ
ン
サ
イ
ダ
…
・
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
規
制
に
つ
い
て
．
一
イ
ン
ベ
ス
ト

メ
ン
ト
ニ
ニ
巻
二
号
（
昭
和
四
2
9
年
）
、
　
野
尻
孝
夫
「
．
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
の

証
券
取
引
規
制
に
つ
い
て
」
東
京
株
式
懇
話
会
会
報
二
一
八
弓
（
、
昭
和
四

二
年
）
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
内
部
者
取
引
の
規
制
に
関
す
る
立
法
論
と
し
て
と
く
に
参
考
に
な
る
も

の
に
、
龍
田
節
「
内
部
者
取
引
に
関
す
る
法
律
私
案
と
提
案
趣
旨
」
商
事

法
務
七
四
六
号
（
昭
和
五
一
年
〕
が
あ
る
．
、
龍
田
教
授
は
、
　
こ
の
論
文

の
中
で
、
内
部
者
取
引
が
法
律
的
に
も
抑
制
さ
れ
な
け
れ
は
な
ら
な
い
こ

と
か
ら
、
闘
題
点
を
特
に
内
部
者
取
引
の
犠
牲
と
な
っ
た
者
の
救
済
に

限
定
さ
れ
、
⊥
に
ア
メ
リ
カ
の
最
近
の
判
例
お
よ
び
連
邦
証
券
法
の
規
定

（
》
ヨ
Φ
ユ
。
き
ピ
餌
≦
冒
ω
二
砕
£
o
G
閃
巴
¢
冨
一
ω
8
震
三
⑦
。
D
O
a
¢
．
↓
窪
富
－

欺
く
o
U
轟
津
Z
o
．
N
ゆ
ゆ
一
ω
O
ω
．
一
お
ト
。
）
を
参
考
と
し
て
、
法
律
私
案

を
提
示
さ
れ
て
い
る
．
．

　
同
教
授
は
、
さ
ら
に
、
内
部
者
取
引
の
防
止
に
は
、
相
場
操
縦
（
証
取

法
｝
二
五
条
一
）
の
場
合
と
同
様
に
、
株
価
監
視
機
構
の
整
備
が
不
可
欠
の

前
提
で
あ
る
と
指
滴
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
・
九
頁
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
取
締
役
及
び
取
締
役
会
の
項
終
り
・
未
完
）

蓮
井
良
憲

横
閏
正
雄

国
友
順
市

西
山
芳
喜

44　〔3　・ユ60）　538


